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放送受信料の未収者に対する強制執行の申し立てについて 

 
○ ＮＨＫでは、放送受信料の支払督促または判決等が確定したにもかかわらず、依

然としてお支払いをいただいていない方々に、強制執行の実施を予告したうえで、

お支払いをお願いしてきました。 

○ それでもなお、お支払いをいただけない１１人の方々について、本日、所在地を

管轄する地方裁判所に対し、強制執行の申立書を発送しました。 

○ １０人は、９月２０日に強制執行の実施を予告した１２人のうち、お支払いに応

じていただけない方々です。（２人は、一部お支払いいただきました） 

１人は去年１１月１６日に予告し、その後一部のお支払いをいただいたものの、

最終的に全額のお支払いをいただけていない方です。 

○ 今後は、裁判所の強制執行手続きにより、放送受信料の収納をすすめていきます。 

 

【申し立ての概要】 

・対  象  １１人 

内訳 東京都（２人） 神奈川県（２人） 群馬県（１人） 

大阪府（１人） 京都府（１人） 兵庫県（１人） 

山口県（１人） 佐賀県（１人） 

静岡県（１人）※昨年１１月１６日の強制執行の実施予告対象者 

・申し立て先 対象者の所在地を管轄する地方裁判所 

・申し立て日 平成２３年１０月１３日 

※なお、群馬県と佐賀県および静岡県では、初の強制執行申し立てとなります。 

 

これまでの強制執行実施結果について 

ＮＨＫでは過去に２９人について強制執行を申し立て、１１人について全額または一部取立て

を実施しました。自らお支払いいただいた方を含め、２０人から全額を収納し、９人が手続き中

です。今回を合わせると、これまでに申し立ての対象となった方は４０人、手続き中の方が２０

人となります。 

 


